
東郷町立小学校英語活動事業（その２）委託業務（令和６・７年度分）プロポーザル質問回答 

質問№ 質問要旨 回  答 

１ 現在の受託業者及び契約金額を御教示ください。 

現在の受託業者：アルティアセントラル株式会社 

契約金額：58,905,000円 

     内訳 令和５年度 13,008,600円 

        令和６年度 22,948,200円 

        令和７年度 22,948,200円 

２ 
現在、貴町に配置されている英語指導助手の国籍と内訳人数

を御教示ください。 

国籍は、ガーナ、フィリピン、アメリカ、イギリスなどです。 

内訳人数については、業務と関連がないことから回答を控え

させていただきます。 

３ 
現在、英語指導助手が外国語等以外の授業や特別活動で取り

組んでいることがあればご教示ください。 

休み時間に子どもと遊んだり、給食の時間に一緒に食事をす

るなどです。 

４ 

プレゼンテーションにおける資料配布や、パワーポイントの

使用は可能でしょうか。また１社あたりの持ち時間を御教示

ください。プレゼンテーション当日の提案内容説明時間にパ

ソコン等のセッティングなど準備の時間は含まれるでしょう

か。 

詳細は、参加表明書提出後の通知でお知らせしますが、パワ

ーポイントの使用は可能です。資料は、仕様書に定める提案

書は配布可能です。 

説明時間は 30分以内、質疑応答は 15分程度を予定していま

すが、応募事業者数により短縮することがあります。 

準備時間は、別途 10分程度設ける予定です。 

５ 

【実施要領 6 書類の提出 （2）企画提案書等】 

ア 企画提案申請書（様式２）について、正本１部の提出とご

指示いただいておりますが、イ 企画提案書の副本８部にも

添付するということでよろしいでしょうか。 

企画提案申請書の副本８部への添付は不要です。 



６ 

【実施要領 7 審査に関する事項 （2）プレゼンテーション

審査】 

選定委員会では、どのような立場や役職の方が何名で審査に

あたられるかご教示ください。 

東郷町小学校英語活動事業実施事業者選定委員会設置要領に

基づき、町幹部職員５人になります。 

７ 

提案上限額の金額が各年度の上限額が令和 5 年度 23,100

千円、令和 6・7 年度 28,380千円とありますが、こちらの

金額で ALT3 名の配置という認識でお間違いないでしょう

か。 

提案上限額は、実施要領のとおり令和６年度28,278,800円、

令和７年度 30,558,000円です。 

配置人数は、３人です。 

８ 
東郷町に配置されている現在のALTの合計人数をご教示くだ

さい。 
小学校、中学校ともに原則各校１人の配置です。 

９ 

高嶺小学校のみ「契約期間：令和 6年 8月 1日～令和 8年 3

月 31日、派遣日数：130日」とありますが、令和 6年 4月

1日～令和 6年 7月 31日までは ALT2名配置でお間違いな

いでしょうか。 

令和６年４月１日から同年７月 31 日までは、２人の配置の

仕様です。 

10 
令和 6 年度の実際の派遣開始日、派遣終了日をご教示くださ

い。 

派遣開始日は、令和６年４月８日以降、派遣終了日は令和７

年３月 21日以前の予定ですが、実際の日程は、各学校と調整

して決定します。 

11 

自動車での通勤・移動が必須となる学校がありましたら、学

校名をご教示ください。また、自動車での通勤・移動が必要と

なる ALT人数をご教示ください。 

今回の公募事業で配置予定の東郷小学校・春木台小学校・高

嶺小学校は、３校とも自動車での通勤が必要となることが多

いと考えますが、必須ではないため、経路等を確認して御判

断ください。 

12 

ALTの活動時間「午前 8時 30分から午後 4時 30分まで」

とのことですが、実労働時間 7時間、休憩 1時間についてで

問題ないでしょうか。 

実労働時間７時間、休憩時間１時間を想定しています。 



13 

実績評価については、今回のプロポーザルに参加する会社の

み（グループ会社除く）の実績に限るという認識でよろしい

でしょうか。 

そのように認識しています。 

14 

提出書類（企画書、各種書類）については、今回のプロポーザ

ルに参加する会社のみ（グループ会社除く）の実績を記載す

るという認識でよろしいでしょうか。 

上記の回答を踏まえて、その実績が参加会社のものか否かを

明記した上で、企画提案書内に明記することは支障ありませ

ん。 

15 
プレゼンテーション当日の、実施時間帯についてご教示くだ

さい。（例：午前、午後など） 
応募事業者数により決定するため、未定です。 

16 
プレゼンテーションの順番の決定方法についてご教示くださ

い。 
参加表明書の提出順です。 

17 
プレゼンテーションの出席者に制限人数はございますでしょ

うか。 

詳細は、参加表明書提出後の通知でお知らせしますが、２人

までとする予定です。 

18 企画提案書以外に別添資料等の提出は可能でしょうか。 
補足する資料として提出は可能ですが、プレゼンテーション

は仕様書に示す企画提案書で実施してください。 

19 
御見積書について、宛名はどのように記載すればよろしいで

しょうか。 
宛名は、「東郷町長」としてください。 

20 
審査項目「価格の妥当性」の配点 20点とありますが、審査基

準（計算式等）をご教示ください 

次の式で計算します。 

価格点＝配点×最低見積者の見積金額÷提案事業者の見積金

額 

21 
本業務の契約形態につきましては、派遣契約では委託契約の

認識で問題ないでしょうか。 
業務の請負となる委託契約を想定しています。 



22 
貴町がお考えの、今後の課題等ございましたらご教示くださ

い。 

外国語の授業は、学習指導要領で小学校３年生から実施する

こととされていますが、国の掲げる豊かな語学力・コミュニ

ケーション能力を身に付け、グローバルに活躍できる人材を

育成するためには、それ以前から英語に触れる機会、時間数

が多いことが望ましいと考えています。 

一方、学習指導要領に基づく小学１・２年生の授業時間数に

は限りがあり、他の教科の教育活動を行いながら、英語に多

くの時間を割くことができません。 

こうした状況で、授業時間以外の時間を活用し、小学校１・２

年生が学校生活を過ごす中で、体験的に英語に触れる時間を

どのように設けることができるかについて、学校における教

職員の働き方改革と両立して実施することが課題の１つと考

えています。 

 


